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広広島島県県内内消消費費生生活活相相談談窓窓口口のの皆皆様様へへ  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  消消費費者者ネネッットト広広島島  

理理事事長長  木木村村  豊豊    

  

第第 2222 回回消消費費者者ネネッットト広広島島定定時時総総会会・・記記念念講講演演ののごご案案内内  

 

平素より、消費者ネット広島へご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。 
このたび、第 22 回定時総会・記念講演を、下記の通り開催いたします。 

今回の記念講演は消費者支援ネットくまもとの中山健理事(弁護士)にご講演をいた
だきます。皆様には、是非ともご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 
 また、今回の記念講演は会場参加を基本にしつつ、「オンライン」での参加を広げる
ことで、行政も含め会員以外からもより多くの方が参加できるようにしていきます。
つきましては、実参加及びオンライン参加をご希望の方は、5 月 31 日(金)までに別紙
「参加申し込み」をご記入の上ご提出いただきますようお願い申し上げます。   

なお、オンライン参加の場合は、メールアドレス等を必ずご記入いただきますよう
お願い申し上げます。(定員 100 名) 
 後日、視聴に必要な URL を送信いたします。 
 

記 
 

【消費者ネット広島第 22 回定時総会・記念講演】 

■日 時：2024 年６月 15 日（土）13：30 ～１5：00 (ハイブリッド開催) 

■場 所：広島弁護士会館 2 階会議室(RCC 中国放送前) 

（広島市中区上八丁堀 2-73 TEL:082-228-0230） 
 ◇記念講演テーマ  

 『「地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書」 
の取組みについて(仮) 』 

 講師：消費者支援ネットくまもと 理事 中山 健 (弁護士) 
 
 ※記念講演終了後、15:10 から消費者ネット広島第 22 回定時総会を開催します。 
  参加対象は正会員および賛助会員となります。 
 
          

 

 
 

 特定非営利活動法人 消費者ネット広島  

〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第 3ウエノヤビル 3階 

TEL：082‐962-6181  FAX：082‐962-6182 

E-mail: jimukyoku@shohinet-h.or.jp 

 
 



 

（別紙 1） 

                          令和 6 年  月  日 

 

 特定非営利活動法人消費者ネット広島  行 

 （FAX：082－962－6182） 

           県・市町名              
       

第 22 回消費者ネット広島定時総会・記念講演の参加者について 
 

1 会場での参加を希望する方。 

所属課(センター) 職  名 氏   名 

   

   

   

   

   

2 オンラインでの参加を希望する方。 

所属課（センター） 職  名 氏名およびアドレス 

   

 

Mail: 

   

 

Mail 

   

 

Mail: 

   

 

Mail: 

   

 

Mail: 

※記入欄が足りない場合は、この申込用紙をコピーしてお使いください。 

 
【記念講演開催にあたって】 
地方公共団体の財政力の違いによって、地方消費者行政の整備状況に格差が発生しています。より深刻な問題とし

て、消費生活相談員の人件費に充てられる推進交付金の活用期限が、令和 6 年に 100 自治体、令和 7 年に 200 自

治体で終期を迎える(日本消費経済新聞令和5年12 月5 日号)とのことで、消費生活相談員体制自体の維持が困難

となる自治体が発生する恐れがあります。消費生活相談員体制の整備、相談員・職員のレベルアップは PIO-NET 情

報の集約を通じて国の消費者行政の情報源として活用されており、これを地方公共団体任せにしていいものでしょうか。

国は地方消費者行政の強化に対し継続的な支援が必要です。地域の消費者団体が、地元自治体と国に対し働きか

けを強めていくことが、地元自治体内における消費者行政を発展させ、県民のくらしを向上させていくことに繋がります。 


